
 

46

 

7. 海岸保 全施 設の整 備計画  

7.1 施 設 整 備 計 画 図 と 整 備 箇 所 整 理 表  
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津
波

・
高

潮
・
侵

食
津

波
・
高

潮
侵

食

旧
計

画
高

(現
況

施
設

高
)

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
○

鮎
川

漁
港

海
岸

鮎
川

地
区

水
産

庁
(宮

城
県

)
背

後
に

道
路

、
水

産
関

連
施

設
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

2
.8

0
（
-
)

6
.0

0
消

波
堤

●
●

○
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
観

光
・
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

消
波

堤
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
1
,1

2
0
m

消
波

堤
  
 L

=
9
8
m

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
・
離

島
航

路
の

発
着

港
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
た

め
、

観
光

客
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
○

十
八

成
浜

漁
港

海
岸

十
八

成
浜

地
区

水
産

庁
(石

巻
市

)

砂
浜

の
海

岸
線

で
、

背
後

に
道

路
、

民
家

及
び

農
地

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

2
.9

0
（
2
.7

0
)

6
.0

0
離

岸
堤

突
堤

●
●

○
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ
ン

・
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

離
岸

堤
、

突
堤

を
整

備
す

る

堤
防

　
L
=
7
2
8
ｍ

離
岸

堤
　

L
=
2
1
0
m

突
堤

　
L
=
5
0
m

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
小

淵
漁

港
海

岸
小

淵
地

区
水

産
庁

(石
巻

市
)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
、

道
路

が
あ

る
。

水
産

関
連

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

3
.2

5
（
3
.2

5
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
6
2
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等
環

境
対

応
：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

1
/
2
0

石 巻 市

牡 鹿 半 島 西 部

海
岸

名
(地

域
名

・
字

名
や

一
般

的
な

呼
称

)
1
.海

岸
の

特
性

市
町

村
名

6
.海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

(堤
防

等
の

高
さ

：
基

準
面

)

整
備

箇
所

整
理

表
　

【北
部

 1
/2

0】

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8
.海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

ユ ニ ッ ト

管
理

者
名

5
.海

岸
管

理
(整

備
)目

標

3
.海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

7
.施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

防
護

環
境

(景 観
)

利
用

4
.海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

海
岸

保
全

区
域 要

指 定
指

定 済

2
.防

護
水

準

牡
鹿

半
島

（
1
）
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津
波

・
高

潮
・
侵

食
津

波
・
高

潮
侵

食

旧
計

画
高

(現
況

施
設

高
)

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
表

浜
港

海
岸

小
渕

地
区

港
湾

局
（
宮

城
県

）

港
湾

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
、

道
路

、
漁

港
施

設
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

- （
-
)

6
.0

0
-

●
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
6
4
0
ｍ

・
港

湾
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
地

元
調

整
未

了
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

箇
所

で
あ

り
、

陸
閘

が
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

構
造

物
の

破
損

や
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
や

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

、
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

に
従

い
、

定
期

的
に

点
検

・
整

備
を

行
う

。

○
○

給
分

漁
港

海
岸

給
分

地
区

水
産

庁
(石

巻
市

)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
。

水
産

関
連

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

3
.8

0
（
3
.9

5
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
2
8
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

大
原

海
岸

水
管

理
・
国

土
保

全
局

（
宮

城
県

）

背
後

に
一

部
の

家
屋

が
復

旧
さ

れ
る

た
め

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
漁

港
海

岸
施

設
が

両
接

し
て

い
る

。
南

三
陸

金
華

山
国

定
公

園
内

で
あ

る
。

4
.0

0
（
3
.4

0
)

6
.0

0
-

●
○

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

、
胸

壁
　

L
=
3
9
5
ｍ

・
特

殊
堤

で
あ

る
た

め
、

付
属

施
設

（
防

護
柵

）
の

劣
化

に
特

に
留

意
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

大
原

漁
港

海
岸

大
原

地
区

水
産

庁
(石

巻
市

)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
。

水
産

関
連

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

3
.9

5
（
3
.9

5
)

6
.0

0
－

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
4
8
7
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

清
水

田
海

岸
水

管
理

・
国

土
保

全
局

（
宮

城
県

）

背
後

に
一

部
の

家
屋

が
復

旧
さ

れ
る

た
め

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
漁

港
海

岸
施

設
が

近
接

し
て

い
る

。
南

三
陸

金
華

山
国

定
公

園
内

で
あ

る
。

3
.5

0
（
3
.5

0
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
6
9
0
ｍ

・
漁

業
利

用
と

の
役

割
分

担
に

配
慮

す
る

。

・
特

殊
堤

で
あ

る
た

め
、

付
属

施
設

（
防

護
柵

）
の

劣
化

に
特

に
留

意
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

及
び

自
立

式
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
構

造
物

の
破

損
に

留
意

す
る

。

○
○

小
網

倉
漁

港
海

岸
小

網
倉

地
区

水
産

庁
(石

巻
市

)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
、

農
地

。
水

産
関

連
施

設
が

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

2
.9

5
（
3
.4

5
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
護

岸
、

胸
壁

を
整

備
す

る
護

岸
、

胸
壁

　
L
=
5
0
6
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
福

貴
浦

漁
港

海
岸

福
貴

浦
地

区
水

産
庁

(宮
城

県
)

背
後

に
道

路
、

漁
具

倉
庫

等
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

2
.8

5
（
－

)
6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
4
5
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

○
福

貴
浦

漁
港

海
岸

鹿
立

地
区

水
産

庁
(宮

城
県

)
背

後
に

道
路

、
漁

具
倉

庫
等

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
3
.5

5
（
3
.5

5
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
1
9
8
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
狐

崎
漁

港
海

岸
狐

崎
地

区
水

産
庁

(宮
城

県
)

背
後

に
、

民
家

及
び

道
路

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
2
.7

0
（
-
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
1
3
6
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等
環

境
対

応
：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□
2
/
2
0

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8
.海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法
7
.施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

石 巻 市

牡 鹿 半 島 西 部

市
町

村
名

ユ ニ ッ ト

海
岸

保
全

区
域

指
定 済

1
.海

岸
の

特
性

6
.海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

整
備

箇
所

整
理

表
　

【北
部

 2
/2

0】

海
岸

名
(地

域
名

・
字

名
や

一
般

的
な

呼
称

)

2
.防

護
水

準
3
.海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

要
指 定

4
.海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
管

理
者

名

利
用

環
境

(景 観
)

5
.海

岸
管

理
(整

備
)目

標
防

護

(堤
防

等
の

高
さ

：
基

準
面

)

牡
鹿

半
島

（
2
）

51



52



津
波

・
高

潮
・
侵

食
津

波
・
高

潮
侵

食

旧
計

画
高

(現
況

施
設

高
)

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
竹

ノ
浜

漁
港

海
岸

竹
ノ

浜
地

区
水

産
庁

(石
巻

市
)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
。

水
産

関
連

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

- （
-
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

、
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
2
2
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

○
牧

ノ
浜

漁
港

海
岸

牧
ノ

浜
地

区
水

産
庁

(石
巻

市
)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
。

水
産

関
連

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

- （
-
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
5
2
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

○
荻

浜
港

海
岸

小
積

地
区

港
湾

局
（
宮

城
県

）
背

後
に

、
民

家
及

び
道

路
が

あ
る

。
4
.5

0
（
4
.5

0
)

6
.0

0
-

●
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
4
0
6
ｍ

・
港

湾
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

箇
所

と
な

っ
て

い
て

、
陸

閘
が

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
構

造
物

の
破

損
や

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

や
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

○
荻

浜
港

海
岸

有
田

浜
地

区
港

湾
局

（
宮

城
県

）
背

後
に

、
民

家
及

び
道

路
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

- （
-
)

6
.0

0
-

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
1
6
0
ｍ

・
地

元
調

整
未

了
。

・
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

侵
食

状
況

に
特

に
留

意
す

る
。

ま
た

構
造

物
の

沈
下

、
破

損
に

も
留

意
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

○
萩

浜
港

海
岸

萩
浜

地
区

港
湾

局
（
宮

城
県

）
背

後
に

、
民

家
及

び
道

路
が

あ
る

。
4
.5

0
（
4
.5

0
)

6
.0

0
-

●
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
3
6
2
ｍ

・
港

湾
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

箇
所

で
あ

り
、

台
風

な
ど

の
波

浪
の

後
は

突
堤

部
の

破
損

に
留

意
し

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
水

門
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
や

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

○
東

侍
浜

海
岸

水
管

理
・
国

土
保

全
局

（
宮

城
県

）

背
後

に
荻

浜
中

学
校

と
荻

浜
支

所
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
南

三
陸

金
華

山
国

定
公

園
内

で
あ

る
。

6
.2

0
（
6
.2

0
)

6
.0

0
-

●
○

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
1
9
4
m

・
背

後
に

中
学

校
等

が
あ

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
し

、
日

常
点

検
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

ク
ラ

ッ
ク

や
破

損
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

侍
浜

漁
港

海
岸

侍
浜

地
区

水
産

庁
(石

巻
市

)
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
に

民
家

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.7

5
（
4
.7

5
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
1
5
1
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
月

浦
漁

港
海

岸
月

浦
地

区
水

産
庁

(石
巻

市
)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
水

産
関

連
施

設
が

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

- （
-
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
4
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等
環

境
対

応
：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□
3
/
2
0

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8
.海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法
7
.施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

石 巻 市

牡 鹿 半 島 西 部

市
町

村
名

ユ ニ ッ ト

海
岸

保
全

区
域

指
定 済

1
.海

岸
の

特
性

6
.海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

整
備

箇
所

整
理

表
　

【北
部

 3
/2

0】

海
岸

名
(地

域
名

・
字

名
や

一
般

的
な

呼
称

)

2
.防

護
水

準
3
.海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

要
指 定

4
.海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
管

理
者

名

利
用

環
境

(景 観
)

5
.海

岸
管

理
(整

備
)目

標
防

護

(堤
防

等
の

高
さ

：
基

準
面

)

牡
鹿

半
島

（
3
）
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津
波

・
高

潮
・
侵

食
津

波
・
高

潮
侵

食

旧
計

画
高

(現
況

施
設

高
)

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

〇
〇

桃
ノ

浦
漁

港
海

岸
桃

ノ
浦

地
区

水
産

庁
(宮

城
県

)
背

後
に

道
路

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.5

5
（
4
.5

5
)

6
.0

0
-

●
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
3
0
5
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

〇
〇

桃
ノ

浦
漁

港
海

岸
蒲

原
地

区
水

産
庁

(宮
城

県
)

背
後

に
道

路
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.5

5
（
4
.5

5
)

6
.0

0
-

●
●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
6
6
5
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
蛤

浜
漁

港
海

岸
給

浜
地

区
水

産
庁

(石
巻

市
)

背
後

に
、

民
家

及
び

道
路

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
- （
-
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

堤
防

　
L
=
2
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

○
○

折
ノ

浜
漁

港
海

岸
折

ノ
浜

地
区

水
産

庁
(石

巻
市

)
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
に

道
路

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.5

5
（
4
.5

5
)

6
.0

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
6
.0

0
m

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
2
9
3
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

小
竹

漁
港

海
岸

小
竹

浜
地

区
水

産
庁

(石
巻

市
)

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
。

侵
食

対
策

用
堤

防
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

3
.7

0
（
4
.2

5
)

6
.0

0
4
.2

5
●

●
○

●

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.2

5
、

+
6
.0

0
m

の
護

岸
、

堤
防

を
整

備
す

る
護

岸
　

L
=
1
6
3
ｍ

（
T
.P

.+
4
.2

5
m

)

堤
防

　
L
=
1
3
7
m

（
T
.P

.+
6
.0

0
m

)
・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等
環

境
対

応
：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□
4
/
2
0

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8
.海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法
7
.施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

石 巻 市

牡 鹿 半 島 西 部

市
町

村
名

ユ ニ ッ ト

海
岸

保
全

区
域

指
定 済

1
.海

岸
の

特
性

6
.海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

整
備

箇
所

整
理

表
　

【北
部

 4
/2

0】

海
岸

名
(地

域
名

・
字

名
や

一
般

的
な

呼
称

)

2
.防

護
水

準
3
.海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

要
指 定

4
.海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
管

理
者

名

利
用

環
境

(景 観
)

5
.海

岸
管

理
(整

備
)目

標
防

護

(堤
防

等
の

高
さ

：
基

準
面

)

牡
鹿

半
島

（
4
）
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津
波

・
高

潮
・
侵

食
津

波
・
高

潮
侵

食

旧
計

画
高

(現
況

施
設

高
)

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

石 巻 市

○
○

渡
波

漁
港

海
岸

祝
田

(2
)地

区
水

産
庁

(宮
城

県
)

背
後

に
、

民
家

及
び

道
路

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
2
.6

0
（
-
)

2
.6

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
2
.6

0
m

の
胸

壁
を

整
備

す
る

胸
壁

　
L
=
7
5
6
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

り
、

陸
閘

が
存

在
す

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
構

造
物

の
破

損
や

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
特

に
留

意
す

る
。

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

○
猪

落
海

岸
水

管
理

・
国

土
保

全
局

（
宮

城
県

）

背
後

に
、

民
家

及
び

道
路

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
2
.6

0
（
2
.6

0
)

2
.6

0
-

●
○

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
2
.6

0
m

の
護

岸
を

整
備

す
る

護
岸

　
L
=
2
0
7
ｍ

・
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

○
針

浜
海

岸
水

管
理

・
国

土
保

全
局

（
宮

城
県

）

背
後

に
、

民
家

及
び

道
路

が
あ

る
。

ま
た

、
農

地
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

2
.6

0
（
2
.6

0
)

2
.6

0
-

●
○

●
津

波
・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
2
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台
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検
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検
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検
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。
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台
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検
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検
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岸
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。
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台
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検
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検
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台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
・
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
構

造
物

の
破

損
に

留
意

す
る

。

○
渡

波
漁

港
海

岸
万

石
町

地
区

水
産

庁
(宮

城
県

)
背

後
に

、
民

家
及

び
道

路
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

2
.6

0
（
-
)

2
.6

0
-

●
○

●
●

津
波

・
高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
2
.6

0
m

の
護

岸
、

胸
壁

を
整

備
す

る
護

岸
、

胸
壁

　
L
=
2
4
2
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・
漁

業
利

用
さ

れ
て

い
る

海
岸

で
あ

り
、

陸
閘

が
存

在
す

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
構

造
物

の
破

損
や

陸
閘

閉
扉

に
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る
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物
等
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留
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る
。

・
日
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視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後
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臨

時
点

検
の

他
、
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年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
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し
、

適
切

な
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持
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を

行
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。
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岸
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台
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